
 

【新旧対照表】タイムズパーキング利用約款（バス駐車場)  （2023 年 8 月 1 日改定） 
 
※下線部を変更 
 

新条文 旧条文 

タイムズ 24 株式会社（以下「当社」という。）が管理する時間貸駐車場タイ

ムズパーキング（以下「タイムズ」という。）は、下記の規定に従ってご利用

頂きます。但し、駐車場に他の規定が掲出されている場合は、この限りでは

ありません。 

タイムズ 24 株式会社（以下「当社」という。）が管理する時間貸駐車場タイ

ムズパーキング（以下「タイムズ」という。）は、下記の規定に従ってご利用

頂きます。 

5. 駐車料金等 
(2) 駐車時間は､ロック板のない車室感知式駐車場の場合は､センサーが

感知した駐車スペースへの入庫から出庫までの時間､また、ゲート式駐車

場の場合は､駐車場構内への入場時の発券から出場時の収券までの時間

とします。車両ナンバー認識駐車場の場合は、認証カメラが車両を撮影し

た時点から出庫までの時間とします。 

5. 駐車料金 
(2) 駐車時間は､ロック式駐車場の場合は､センサーが感知した駐車スペー

スへの入庫から出庫までの時間､また、ゲート式・機械式・タワー式駐車場

の場合は､駐車場構内への入場時の発券から出場時の収券までの時間と

します。 

(3) 駐車料金は､駐車場内に備付けの精算機､支払い機、スマートフォン等

を経由したネット決済等、各駐車場に定められた方法にてお支払いくださ

い。 
なお、タイムズの利用者がパーク２４株式会社（以下「パーク２４」といいま

す）の提供するタイムズクラブアプリを利用している場合は、指定の方法に

従い、タイムズクラブアプリによる決済を利用することができます。 

(3) 駐車料金は､駐車場内に備付けの精算機､支払い機等にてお支払いく

ださい。 

(4) ゲート等の状況にかかわらず､指定された精算手順にしたがって精算

行為を行ってください。 
(4) ゲートの状況にかかわらず､精算手順にしたがった精算行為を行ってく

ださい。 

７. 車両等の撮影 
⑴ 当社は、ビデオ・カメラ等により車両ナンバー、駐車場内およびその周

辺（以下「車両情報等」という）を撮影し、駐車料金の管理、不正駐車や放

置車両の対応等のタイムズ運営管理のために利用いたします。当社が取

得した車両情報等は、一定期間保管し、保存期間終了後は、すみやかに

消去いたします。 

（新設） 

⑵ 当社は、ビデオ・カメラ等により取得した車両ナンバーを、(1)に基づく利

用の他、当社および当社が運営管理をしている駐車場付帯施設等におけ

る犯罪予防、迷惑行為防止、従業員等の安全確保およびマーケティング等

の運営管理向上のために利用いたします。 

（新設） 

(3) 当社が取得した情報が個人情報を含む場合は、以下の場合を除き、当

該情報を第三者に提供しないものとします。 
①本条(2)の目的達成のために駐車場付帯施設等へ提供する場合 
②本人（利用者）の同意を得ている場合 
③法令に基づく場合 
④人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難である場合 
⑤公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があ

る場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及

ぼすおそれがある場合 
⑥国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の

同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 
⑦利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合 
⑧合併その他の事由による事業の継承に伴う場合 

（新設） 

 


